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ドリムハイツ団地の法律関係

についての鑑定意見漠

F葉大学・専門法務研究科(法科大学院)教授

鎌野邦樹⑨

神奈川i粟に所在4'る『県ドリームハイツ住宅」(以F、本錫地という。,におけるゴニ地、

区分所有建物、附属施設等に関する区分所有法{二の権利閤係(団地関係)について、区分

所有法の研究者として。以トのとおり意見を述べる。

1.共有敷地の団地闘係と区分所有建物ごとの区分所有閲係

本捌曹ぱガ壇内の建勃・ば金て&(分扉有鍍勃である.」;鋪、哲和48牽8ηから解栢4.q

年12[}まてに、第1期'7棟)、第2期(9棟)、第:¶期C3抽)と類次分譲され,そ・の

敷地については、分譲期ごとにその分譲に係る区分所有建物の所有者{区分所有者)全員

の共有に属すろものである。ここにおいては、各期において.その各敷地および敷地}二の

鮒属施設の共有を通じて、各期の区分所有者は、全員で、法律{二当然に.団地関係を形成

し、その団地内の]:地遭地)および酎属施設の管理を行うための団体く以下、「期涛梱

地管理組合」という。)を構成する。期別の各敷地および酎煽施趣二っ]≧旦iL嵯主庄旦二

旦]期⌒組盒」な工幻美旦笙一]期公蓮団塑竪翌塾鎚において管理酎主.ζ

・になる]堅分逝迫'法襲5斑一すな才)ち、期男ll団地管理組合において、集会を開き.規約

を定め、および管理者を置いて、当該敷地お」、び附据施設の管理に係る事項を決定し執行

することになろ。

他瓶分譲に係る翅壇囚の邸}」塾壷建塑迷二旦いてi主]速三ζ豊遅議棟[迎≦頒力煮豊共

尭幽宣る左顕三二ζ亘共在養である当亘鍵の区窒所有萱全姪当該建物の管理をfO控

互豊団蓮」脳。1麩£管理趣金Lとbうgi麹麹主一一当該送乏塑道建麹の管理を至口_悠

允所有法旦条㌧一すなわち、棟別管理翻合(たとえばf第i期分譲・1号棟管理組合」)に

おいて、集会を間き、親約を定め、および管理者を置いて、当該区分所有建物の管理に係
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る事項を決定し執行することになる。

2.敷地を共有する団地における団地全体での各区分所有建物の管理

期別の各敷地および附属施設、並びに、区分所右建物は、規約に別段の定めがない場合

には、{で途ぺたように、期別団地管理組合および棟別管理組合による管理となるが.区

分所有法68竿二〇}手続を経ることにより、各期別胡地管理組合の敷地1:にある択分所有建

物{たとえば第三期分譲に係る7棟の区分所有建物)について期別団地管理組合(第1期

団地管理組合)の規約じ定めることができ、これにより期別団地管理組合で管理するこが

できる。期蹄お地管理組合の敷s℃ilにある銭分所イ漣物(区分所有法68条2号)の全棟

く第▲期分譲にあってはその辛7棟)について期別弼地管理組合の規約(区分所有法66

条において準用する30祭こ互項の規約)で定めるには、66条において準用する31条1

項の包約にLって期別団地管理組合の集会r一の特別多数決(その建物所有者および議決権

の各4分の3以i.の多数による決∂幻のぽか,ゼれそれζ第輻期分譲仁あっ'《'は7擦のそ

れぞれ)の棟別管理組合の集会における区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数

による決議を必要と寸る、

旧公団の分譲した団地において見られるように、現実には、区分所有建物所有者が敷地

をK有寸る団地において}ま.分譲当初からの規約により、その団地の管理組合く本団地で

T/;.21ば期別樹地管理組合)によって団地内のすぺての区分所有建物(その}t用部分1の管

理が行われτいる場合が少なくない。国ヒ交通省交通省が管理規約のモデルとして作成し

た1?ンン・.rン標準管理規約(団地型)」(最近の改訂・平成ユ6年1月)におしゴζも、こ

のような定めをしている。

3.敷地外に建物所有者が共有する土地がある場合く本団地の場合)

本団地;こおいては、第1期{7練)、第2期(9棟)、第3期(3椥の期別の共有敷地

のほか、寸ぺての団地建物所有者が共有する土地く「ドリームハイツ町名地番図」の黄色

の部分。以F・'、「全体共有地」という。)およびその土地上の附翼施設(駐車施設、管理事

務所、ポンプ宝、汚水処理塀等.以F、1全体鮒属施設重という。)が存在している。

それでは、本}酎也において、この全体輿有地および全体附属施設を核として、第1期、
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第2期、第3期のξ'ぺての団地建物所有者を構成員とする間地管理組合く以F、1全体団

地管理組釦という。)が成立t、、これにより.期別団地管理組合の管理する敷地(およ

びその{二地}:の罰属施設)並びに棟別管理組合の管理する各区分蕨有建物について、これ

らを・括」して管理することができるかe以b一では、まず、前半の問題、すなわち、全体共

有地および全体附属施設を核する全体団地管理組合が成立するのか否かを検討し、その後

に、後半の問題,ずなわち、全体団地管理組合により、期別団地管理組合の管理する敷地

(およびその七地}一の附纏施設)並びに棟別管理組合の管理する各区分所有建物を括し

て管理することができるか諏かを検討する。

(1}全体共有地および全体附属施設を核する全体団地管理組合の成立の可否

本胡地において、全体共有地および全体附属施設を核として全体琉地管理組合が成立す

るのか否か、言い換えれば、セ体共有地および全体附媛施設が全体団地管理組合の管理口

対象となるか否か。この点については、区分所有法65条で定める{・団地内に数棟の建

物があって、その団地内の{こ地又は附属施設」という文這をどのように解するかが問題と

なる。すなわち、ここでいうf-'団地内の数棟の建物1が、「その団地内のi:tejの}^C

所在する必要があるのか否かが問題となるd本団地における区分所有建物合計19棟は、

どれも全体共右地の上に所在するものではない。このような場合でも、19錬の間に団地

開係は成≒》:するか。

互職としては,本団地にお牡る区分所有建物合計19控の間にば建地閲係は2.立するも

≡三乞套る}一以ド.その理由を述ぺる。

まず、区分所有法65条で定める「・・一団地内に数棟の建物があって、その団地内のi:te

又は附煽施設{という文言については、「…団地内の数棟の建物」がfその団地内のi二地」

の.}一につねに所在することを必要とするとしたものではなく、'数棟の建物」の所有者の

'lt',kに泌'多る{1地」があることによって「団地1が成立することを表したものと解さ

れる。区分所有法が1団地」についての定義規定を特に設けなか11たのもそのためであ

ると解される.法務省立法担当者は、この点に関して次のように述べている。「このよう

に、本法Lの団地関係は、一{:地)〈は附鱈施設の共有(又は権利の準共有)縄係で結合され

た関係である。「翻地.とは、・般に、客観的に・区画をなしていると認められるヒ地を

指称するとされるが、必ずしも明碑な概念とはいえない。この「客観的な'区画性」は、

頴惜.題執がその}地内に一の6}画的設計に基づいて建設されている場合に認められるこ
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とが多いであろうが、理論とは、そのような場合に限定されるわけではないであろう。し

かし、本法i,:の団地聞係は、右び,ような共有関係による結合を要件とするから、「団地」

の概念臼体が不明確であ:,て羊ッ、団地開係の成吉が不明確になるおそれは少ないと考えら

れるiζ濱崎恭生『建物区分所有法の改i}{』418頁、法曹会、1989年〉。

ただ一数棟の建物1の所有者のC-k有に属するtl地≧につレ、て、それがどこに所在し

てい」〉己もパ討地」関係力ζ認められるわけで}まないと解される。たとえば、f数棟の建

物1の所有～†のパ奏有に浦9る}二地ξが、「数棟の建物]所ギ1者のレクリエーション施設

として遠方iこ所在寸る場合まで「団地関係sを認めることはできないと解されようく法務

省立法担当者の意図もC記の引用箇所からこのように解される}。当職は、;'数棟の建物」

の所有者の1#'tfに.甦宣互{二地」」≡た.と塞f塾速の建豊」σ違地外⊇}る場合であっエ

まハこれに隣接しまた旦塑豊㎝]呈しL璽撞璽建塑口筐用にと一己て旦常的にロ1らか鯉止益

里車璽立麺地笠主し工竺雌)を生五るξ三き玉旦_建麹藪丘芭坦こ吐隻毯.ζ{∠工続金旦

れゑ劃鮎団地塑墜蛭認控ぺき主旦と麺る。これを法的側面から昭納的に述ぺれば、

当該「共有に属するた地}については共有者による自由な分割を許容(民法256条)する

民法}:の共有関係の定めに従わせることは実質的に妥当でなく、区分所イ1法ヒの建物の共

塑[部分に2史ての壇『関{互∠旦争以F2_」遮二⊆、.旦血な分型嚢楚止し二.そ旦些藍者の斑

固:担よゑ鎧妄決議主規豹璽憲逆遮適蔓て萱理丈互こと坦適当£○・凶と星迦亘盛乏塗.圭二

σ凌・堪地園係亘塾登点とし艶.「共イ些鴇寸辺上}釦く迩5条)と解重ざ窒ヱ壼る.

以}二の基準に照らし・杢』∫理£越左る全巷迭坦地主±旦全佳魍施設些、L法○口釜辿

う{墓埜こ履甦1二堤と⊇亘玉、..一こ垂互核と庭i雌劉髄ζ違蛙麺璽と考左多.し

たが2_C・蔓～よう2麹幽魎{こ亙"垣江ζ塾団地管麹鍵・ζ法遵三上当然至」6疑;L、全体

共イ幽rしび全幽握…理}に旦』工は、全体㈲聴璽蓼組宣に±って董む呈旦う璽工

考える。

(2)全体厨地管理組合による期別団地敷地等および各区分所有建物の管理の可否

それでは次に,全体団地管理組合は、全体共有地および全体附属施設のみを管理対象と

し、元来、期別間地管卑組喬の管碑する敷地およびその上地ヒの附属施設(以Fでは、f期

別団地敷他等}という。)や.元来、棟別管{望組合の管理する各区分所有建物く以1・rでは

「各区分所も建物1という。3を、併せて管理'罐ることはできないのかu

〈ア}区分所有法68条1項1号・2号について
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区分所有法68条}項;ま、「一団地内の▲:地又は溺属施設(これらに開δる権利を含む。)

が当該間地内の一・部の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、民分所有者)の共

有に属する場合における当該1端又は賄涌施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者

のみの共有に属するものを除く。>ll同項1号)およびf当該団地内の専有部分のある建

物](同項2号)について、一定の手続を経ることによって、団地管理組合の規約(「第6

6条において準用する第33条第三項の撹約)で定めることがでさるとしている。

法68条1項1}}の1当該団地内の部の建物の所有者(専有部分のある建物にあって

は、区分所為者戊の其有に属9るパ・団地内のi二地又は附属施設(これらに関する権利

を含む。勾に',)いて、た～えば、区分所イ∫建物の所イ当者全員で敷地をμ…有している留地(た
べぼ　トトトヘトハご

とえぱ、A棟、Istw,C棟から戒る団地)においてその翻地内に所在する特定の通路や駐

`}1場が当該出地内の・舖の建物所有昔の残イ』に属する場合(たとえば、敷地内の特定通路

はA棟・B種区分所有者の共有、敷地内の特定駐車場はC棟の区分所有者の共有に属ぐる

場台)のよう1二、一藷{建物所有者の鍵有物は数棟の建物が建っている{≡月地の敷地内(吉い

換えれば、敷地1うにカければならないのか否かが,ここでの問題となる。法68条1項

1号の適用がこのような場合に限定されるとすると、本団地におけろ期別団地敷地等は、

同条項の適用外であり,全体摺地管哩組合で管理4一るこエはでさない。

また、法6S条1項2号め1当該目i地内の専有邸分のある建物一1が徽B兵打地丙k圭体

共有地量づに所在するしなければならないのか否かが、ここでの問題となる。法69条1

墳2号の適用か、全体共有地内(巨体箕有地11>に所在する区分所有建物に鞭定されると

すると.本}Jll堕における各区分所有建物は、同条項の適用外であり,これを主体濁地管理

組合で管理すろことはできない。

(イ)本団地について

当載已'は麩亙馳℃..杢鍵蛭±泣亘魑咽繊懸趣び頚担籔随る

1{K[LX分胞§建豊工憩撞～_ユい工」ユ・コ産旦8逢担む号.二.び五撞旦亙受け一全衛型豊管

豊組≡旦巨亙澄豊することが型と2已ゑL

第にパ投敵い戸一団地内や璃鯛地内」の文韻、必罰!も結合の纏で

ある編鰻有輔体体団爆:おいて}詮体賄地)での物窪P地形的な内部を鯉する

のではなく、前述のように、当該女有物によって結合摺係を有するに至った者が所有する

建物の桁臼る・∵1助.t:地句粘'意殊するものと鮒るべきである、

第二に、区分所有法68条t項の趣旨は、1号の一部建軌所有者の共有地等や2号の区
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分所有建物く以丁、「一部比有物]とい)。)については、元来はそれらの比有者によって

管理がなされるぺさものであるが、実際の管理の利便性から.よη包括的な鮪物によっ

て結合している胡体(・部共f∫窃の所有者もその湧休構成員であるe)に当該一・部共有物

の管理を蚕ねることを認めるものである。したがって、当該一部共有物が、その共有者以

外の者も含む包括的な団体によって管理されることが,実書上合理性があり、かつ.当該

'部共有勃の所有者に特別の不利益を与えることがないような場合(言い換えれば、特別

多数決議があれば反対者を決議内容に服させることも不合理とは這えないような場合)に

は、区分所有法68条i項の適用を広く認めるぺきである。このような場合には、一部共

有者のみによる管理か全体団地管理組合による管理かのうち、どちらの管理方式を選択す

るかは、部共有物の所有者および包括的な団体の意思(特別多数決議)に委ねられるべ

きである。本団地における期別団地敷地等およびその上に所在する各区分所有建物の管理

に関しては、このよつな場合に該当すると考えられる。

4.本翻地における規約の殻定・変更および管理についての留意事項

{1}まとめ

以ヒで述べたごとをまとめると、次のようになる.

①期別の各敷地および荊属施設については、規約の別段の定め(ド記⑤)がない限り、

期別団地管理維合f{期、2期、3期の各期の「期別団地管理組合」)が管理を行うく区

分所有法65条)。

②団地内の区分所f▲建物についCは、各棟の区分蕨有者全員で当譲建物の管理を行う

ための摺体(「棟別管理組合])が法津上当然に構成され、規約の別段の定め(ド記③また

は⑤)がない限り、翻惜酬{合が当該鰯滴有建鞠の管理封∫う(K分所有法3条)。

③各期の団地の敷地hにある区分所有建物(たとえ}ゴ第1期分譲に係る7棟の区分所

有建物}の管理について、区分所有法68条の手続を経ることにより、期別団地管理組合

↓たとえば第1期の期別団地管理組合戊の規約において定めることができ、これにより期

別団地管理組合て管理するこがでさる、

④軒jl地における全体共有地およひその地Lの全体剤属施設は、区分所有法65条に

いう「共有に属する{.地」;こ該当し、これを核として本団地19棟の禰に鰯地関係が設吉

する。したがって、このような糊地関係に基づいて全体団地管理組合が法律上当然に成、》二
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し、全体t嬬ぎ地および全体剛属施fi,・2の管理については、全体団地管理組合によって行われ

る。

締本伺地における第i期、第2期、第3期の各領地の敷地{およびその地Lの附属施

設)、並びに、その各団地敷地ヒに所在する各区分}粥」建物(19棟)ついては、区分所

有法68条玉項1号・2号の適用を受け、仁体団地管理組合でこれら手管理することがで

きる。

(2)全体団地管理組合で各団地敷地および区分所有建物全棟を管理する場合の手銃

本団地における第1期,第二期、第3期の各団地の敷地くお3一びその地1二の附嘱施設)、

並びに、その各繍地敷地}ゴこ所在3る各択分所有建物(}9棟)につCても、全体摺地管

理組合で管理するためには、区分所有法68条1項1}}・2号の手続に従い、次のように

する。

①全体共有地およひ全体附属施設の管理;こついては、特に手続を要しない。

②期別の1恨也敷地(およびその地上の附煽施設)についての管理については.全体伺

地管理租合の集1きでの特別多数決議と.期別の団地敷地(およひその地上の附属施設)の

共有者の4分の3以∫:Cその持分の4分の1{以ヒをイsづるものの同意が必要である。

③各団地敷地ヒに所在寸る各区分所・fl建物(1{ヲ棟}の管理についCは.全体団地管

理組合の集会での特別多数決議と、各棟管理組合の集会での特別多数決護が必要である。

(3)全体団地管理組合で各団地敷地および区分所有建物全棟を管理する場合の留意事

項

;≒体観地管理紐合ぐ:、各期の団地敷地(およびその地上の附履施設}、並びに、その各

団地敷地}二に所在する各区ラ〉所有建物についても管理する場合には、次の点について留意

サることが必要である。

日)定の法定事墳硅く分所有法が定めている事項ノについては、区分所有建物ことに

棟別管理組合においてのみ決定することが認められ、全体団地管理組合で決定することは

認められない。鐘務違昔者1こ対する措置{法1、7条～bO茶)、撞削16五条♪、および、

鑓替え(62条～64粂t=但し、ti9条、7i)条玲鯵が一こ秒:該・㌢ξる、ただ、必ずし

も別途、撞別の規約を設ける必要はなく、全体団地管理組合の規約の中戸その点を明示し

ておどことが望まi,い(ただ、蝿約の定め的『1無にかかわらず、法の定めるところに従'一?
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②法定事項以外の事項}こついては、全体問地管理組合の規約において各棟につさ一律

に現定を設けることも可能であるが、棟ごとの利害に関わる算項(大規模住繕、修繕積立

金等)については、実質的な公平の確保、後臼の紛争の防1ヒといった観点から.全体団地

管理組合の規約において.棟ごとの利益につき配慮した規定に1.ておくことが望ましい(区

分所有者間での'{'分な検討のL、絹別の事案・事項ごとに適宜、配慮することが必要とな

る)。

③付、『すると、本団地内の区分所有建物の建替えに闘しては、次の2つの方法のうち

いずれかの方法を選択して行うことになる。次述のように、ら体繍地管理観合の集会にお

いて建替え決議を行うことはない、なお、全体間地管理組合の規約において.以ドの事項

を現約に定めておくことはでさ、定めておくことが望ましい。

(a)棟別管理紐合において建替え決議を行う方法

棟別管理組合の隻会において各糠についての建替え決議(区分所有法62条}が成立し

た場合には,'K該建物の所在書る期別団地管理組合の集会において、敷地(期別の濁地敷

地の議決権(期別の摘地敷地の持分の割合による)の4分の3以itの多数による承認の

決議を得なければならない(区分所有法69条)d

(b)期別団地管理綴合において・括して令棟の建替えを行う方法

期男ll伺地管理組合において、その期矧鰯地敷地内に所在する全棟(例えば第i期につい

ては7棟全鋤の建替えを行う場合には、期別団地管理組合の集会において、当該期別団

地内建物の区分所有者および議決権く期別の団地敷地の持分の割合による)の各5分の4

以ヒの多数の賛成が必要であるeただし1、当該集会において、各棟ごとに、それぞれその

区分所有者および議決権(当該建物についての議決権による}の各3分の2以1:の多数の

賛成が必要である(区分所有法70条)。なお、この場合の建替えについては、期別団地

内建物について体として管理されているト?の規約の存在が必要とされるく法70条1項)

が、この規約については、本団地のような場合にあっては.独立した期別胡地管理組合の

規約が存在{、なくてち、全体i・羅地管理組合の規約において期男ll団地内建物力い体として右

押(期別猪地内建物も含占5て全体閉地内の建物全部が一体としτ管理)されている行の定

めかあれば足りると解4'ることができる。

以ヒ

一8一


